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群馬県立女子大学 電気・冷暖房設備運転管理等業務委託契約書（案） 

 

 群馬県公立大学法人 理事長 髙田邦昭（以下「甲」という。）と○○○○○ ○○

○○○ ○○○○（以下「乙」という。）とは、電気・冷暖房設備運転管理等業務につい

て、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 甲は、群馬県佐波郡玉村町上之手１３９５番地１に所在する群馬県立女子大学の

電気・冷暖房設備運転管理等業務（以下「委託業務」という。）を乙に委託し、乙は、

これを受託するものとする。 

 

第２条 委託業務の概要は次のとおりとする。 

(１)  契約の内容  別添「群馬県立女子大学 電気・冷暖房設備運転管理等業務委託仕

様書（以下「仕様書」という。）」のとおり） 

(２)  委託金額    金 ○○○○○○○円 

（うち消費税及び地方消費税額  金 ○○○○○○円） 

(３)  契約期間    令和８年４月１日 から 令和１１年３月３１日  まで 

(４)  契約保証金 免除 

 

（従事者） 

第３条  乙は、委託業務の実施に必要な資格を有する乙の従業員を、委託業務の実施に必

要な範囲において、甲の指定する場所に勤務させることとする。（以下当該勤務する乙

の従業員を「従事者」という。） 

２ 乙は、従事者の健康、身元、風紀、衛生及び作業規律の維持について一切の責任を負 

わなければならない。 

３  甲は、従事者について著しく不適当と認められる者があったときは、乙に対してその

理由を明示して、その交替を求めることができる。       

 

（使用者の法的義務）                    

第４条  乙は、委託業務の従事者に対して、民法、労働基準法、健康保険法、労働災害補

償保健法、その他法律に規定されている事業主又は使用者としてすべての義務を負わな

ければならない。 

 

(電気主任技術者の権限) 

第５条 甲は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電

気主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

２ 自家用電気工作物の工事、維持及び運用の従事者は、電気主任技術者として選任する

ものがその保安のためにする指示に従うこと。 

３ 電気主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関す

る保安の監督の職務を誠実に行うこと。 
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（資 材） 

第６条  委託業務に使用する用具及び消耗品は、使用前に甲の検査を受けたものでなけれ

ばならない。 

２ 委託業務に使用するための甲から乙への支給材料は、その都度乙の求めにより支給す 

る。 

 

（施設、設備等の使用） 

第７条  乙は、委託業務の実施にあたり、甲の指定により甲が管理する建物及び施設設備

を利用することができる。 

２ 委託業務を実施するために使用する電気、水道等の費用は甲が負担する。ただし、乙 

は電気、水道等の使用にあたっては、節電及び節水に充分配慮し、省エネルギー、省資 

源に努めなければならない。 

 

（臨機の措置）               

第８条 乙は、災害防止等のため、特に必要があると認められるときは、臨機の措置を

取らなければならない。 

２ 前項の場合において、乙はその取った措置について遅滞なく甲に報告しなければなら 

ない。 

 

（損害賠償） 

第９条 乙は、委託業務の実施にあたり、乙の責めに帰する事由により甲または第三者

に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（業務の改善、監督） 

第 10 条 甲は、乙に対し委託業務の実施状況について随時に検査を行い、又は報告を求め

ることができる。 

２ 甲は、前項の検査又は報告内容確認の結果、乙の実施する委託業務が仕様書に適合し

ないと認めるときは、その委託業務の改善、若しくは停止、その他の措置を求めること

ができる。 

 

（秘密の保持） 

第 11 条 乙は、委託業務の実施上知り得た甲の秘密を漏らしてはならない。 

 

（修理事項） 

第 12 条 委託業務の対象である、施設設備等の日常使用による消耗、破損及び故障に伴う

修理は、乙がこれを実施する。ただし、乙が単独にて実施し得ないような修繕を要する

場合は、甲乙協議のうえ処理方法を決定する。 

 

（検査） 

第 13 条 乙は、委託業務が完了したときは、遅滞なく甲に報告しなければならない。 
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２ 甲は、前項の報告をうけたときは、速やかに委託業務の実績について検査を行わなけ

ればならない。 

 

（支 払） 

第 14 条 乙は月単位での委託業務完了後、各月支払額の請求書を甲に提出するものとす

る。 

２ 甲は、前項の請求書が正当であると認めたときは、委託業務を完了した日の属する月

の翌月末日までに乙に対して委託料を支払うものとする。ただし、乙からの請求書が当

該月の翌月末日の支払手続期限日までに提出されない場合は、甲が正当な請求書を受理

した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。 

(１) 電気設備業務 

      ア 電気設備運転管理は、毎月実績により支払う。 

１ヵ月につき     金 ○○○○円 

      イ 電気設備精密点検は、実績により支払う。  

１回につき      金 ○○○○円 

(２) 土曜日管理勤務は、毎月実績により支払う。     

１ヵ月につき    金 ○○○○円 

(３)  冷暖房設備等業務 

  ア 冷暖房設備等管理は、毎月実績により支払う。 

１ヵ月につき     金 ○○○○円 

イ 空調機点検（１号館（１・２・２６号教室）・２号館）、空調機フィルター清

掃（１号館・２号館）、全熱交換機フィルター清掃（１号館（１・２・２６号教

室）・２号館）は、実績により支払う。 

   ・空調機点検（１号館（１・２・２６号教室）１回につき 金 ○○○○円 

   ・空調機フィルター清掃（１号館・２号館）  １回につき 金 ○○○○円 

   ・全熱交換機フィルター清掃（１号館（１・２・２６号教室）・２号館） 

                                               １回につき 金 ○○○○円 

 (４) 建築物衛生業務 

   ア 建築物環境衛生管理技術者選任、給水中残留塩素測定・給湯中残留塩素測定

・雑用水中残留塩素測定、雑用水水質検査（pH・臭気・外観・残留塩素）は、

毎月実績により支払う。 

   ・建築物環境衛生管理技術者選任   １ヵ月につき 金 ○○○○円 

   ・給水中残留塩素測定、給湯中残留塩素測定、雑用水中残留塩素測定 

                １ヵ月につき 金 ○○○○円 

   ・雑用水水質検査（pH・臭気・外観・残留塩素） 

                  １ヵ月につき 金 ○○○○円 

  イ 空気環境測定、雑用水水質検査（濁度・大腸菌）は、隔月（偶数月）実績によ 

     り支払う。 

   ・空気環境測定              １回につき 金 ○○○○円 

   ・雑用水水質検査（濁度・大腸菌）     １回につき 金 ○○○○円 
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ウ 飲料水水質検査・給湯水水質検査、貯水槽清掃・貯湯槽清掃・雑用水槽清掃、

及び消毒管理業務は、実績により支払う。 

   ・飲料水水質検査・給湯水水質検査（１６項目検査） 

   ※項目および実施頻度は水道法第４条に基づくものとする。 

１回につき 金 ○○○○円 

   ・飲料水水質検査・給湯水水質検査（１２項目検査） 

   ※項目及び実施頻度は水道法第４条に基づくものとする。 

１回につき 金 ○○○○円 

   ・貯水槽（受水槽・２号館貯水槽）清掃・貯湯槽清掃・雑用水槽（１号館用・

２号館用・沈砂槽）清掃 

１回につき 金 ○○○○円 

   ・消毒管理業務              １回につき 金 ○○○○円 

  エ 排水管・汚水管清掃は、実績により支払う。 

１回につき 金 ○○○○円 

      オ 厨房排水管・グリストラップ清掃は、実績により支払う。 

１回につき 金 ○○○○円 

(５) 地下灯油タンク貯蔵所法定点検 

１回につき 金 ○○○○円 

 

（譲渡禁止等） 

第 15 条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継

させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 

 

（業務内容の変更） 

第 16 条 甲は、必要があると認めるときは書面をもって乙に通知し、委託業務の内容を変

更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができるものとし、当該変更又

は一時中止がこの契約に定める委託金額その他の契約条件に影響を及ぼすものである

と認めるときは、変更契約を締結するものとする。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければなら

ない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。 

 

（甲の解除権） 

第 17 条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除す

ることができる。 

(１) 乙がこの契約条項に違反したとき。 

(２) 乙の委託業務の処理が不適当と甲が認めたとき。 

(３) 乙がこの契約を履行することができないと甲が認めたとき。 

(４) 乙が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」

という。）又は役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合に
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はその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者を

いう。）が暴力団対策法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」とい

う。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者（以下「暴

力団員等」という。）であることが判明したとき。 

(５) 乙が本契約に係る下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等（以下「下

請契約等」）の相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知ったにもかかわらず、

当該相手方との下請契約等を解除しなかったとき。 

２ 甲は、前項の規定によりこの契約が解除したときは、乙に対し違約金として委託金額

の 100 分の 10 に相当する額の支払いを求めることができる。 

３ 甲は、第１項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に損害が生じてもその責を

負わないものとする。 

４ 甲は、群馬県政府調達苦情検討委員会（以下「苦情検討委員会」という。）から契約

停止の通知を受けた場合は、契約の執行を停止することができる。 

５ 甲は、苦情検討委員会から契約を破棄する提案があった場合は、契約を破棄すること

ができる。 

６ 前２項の規定により、契約の執行を停止し、又は契約を破棄したときにおいて、乙に

損害が生ずることがあっても、甲はその責めを負わないものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の解除等） 

第 18 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは契約を解除することが

できる。 

(１) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又 

   は第８条第１項第１号に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対して行う同 

   法第７条第１項又は第２項の規定による排除措置命令（排除措置命令がなされなか 

   った場合は、同法第７条の２第１項の規定による課徴金納付命令）又は同法第 85 

   条第１項の規定による抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したと 

   き。 

(２) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人）が刑法第 96 条の

６又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 89 条第１項若しくは第

95 条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 乙は、前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かにかかわら

ず、甲の請求に基づき契約金額の 100 分の 20 に相当する額を違約金として甲の指定す

る期間内に支払わなければならない。 

３ 乙が第１項各号に該当することにより甲に損害が生じた場合、当該損害が前項の規定

する違約金を超えなお存在する場合には、甲はその超過額を併せて乙に請求することが

できるものとする。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 

 

（違約金等の遅延利息） 

第 19 条 乙が、第 17 条第２項並びに前条第２項及び第３項に規定する金額を甲の指定す
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る期間内に支払わないときは、甲は乙に対して遅延利息を請求できるものとする。 

２ 前項の遅延利息の額は、履行期限の到来の日の翌日から支払いをする日までの日数に 

応じ、未払部分の金額相当額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第 

１項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 

 

（乙の解除権） 

第 20 条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、この契約を解除することが

できる。 

(１) 第 16 条第１項の規定により委託業務内容を変更したため、頭書の委託金額が３

分の２以上減少したとき。 

(２) 甲がこの契約に違反し、その違反によって委託業務を完了することが不可能とな

ったとき。 

２ 前項の規定による契約の解除によって乙が損害を受けたときは、乙は甲に対し、当該

解除の時点で残存する委託金額相当額の範囲で損害賠償を請求することができる。この

場合の損害賠償額は甲乙協議して定めるものとする。 

３ 乙は、第１項の規定によりこの契約を解除したときは、甲に損害が生じてもその責を

負わないものとする。 

 

（暴力団員等による不当介入があった場合の届出義務） 

第 21 条 乙は、甲との契約に係る業務の遂行に当たって不当要求行為（暴力団員等からの

不当な要求行為）を受けた場合は、その旨について、遅滞なく甲への報告及び警察への

届出を行わなければならない。 

 

（疑義等の決定） 

第 22 条 この契約に定めのない事項、及びこの契約に関し疑義が生じたときは、群馬県

公立大学法人契約事務取扱規程及びその他関連法令の定めによるものとし、なお疑義が

あるときは甲乙協議してこれを定めるものとする。 

 

上記契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

 

      令和○年○○月○○日 

 

        （甲）  群馬県佐波郡玉村町大字上之手１３９５番地１ 
                群馬県公立大学法人 理事長 髙田 邦昭 

 

 

（乙）  ○○○○○○ 

○○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○ 


